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乗合バスによる死傷事故の発生を踏まえた安全確保の徹底について

４月１９日、秋田県の国道において、乗合バスが走行中に横断歩道上で歩行者をはね

死亡させる事故が発生したことを受け、事故防止通達「乗合バスによる死傷事故の発生

を踏まえた安全確保の徹底について」（令和３年４月２１日付け、東自旅一第６８号、

東自旅二第７４号、東自貨第２４号、東自監第１８号、東自保第１３号）を発出し、輸

送の安全確保の徹底をお願いしているところです。

事故の原因については現在調査中ですが、事故発生現場は、信号機のない横断歩道で

あり、道路右側から横断してきた歩行者をバスがはねたという状況が明らかになりまし

た。

つきましては、同種事故の再発防止を図るため、別紙のとおり改めて道路交通法第３８

条を遵守し横断歩行者等の保護に万全を期すようにお願い致します。



別紙

昭和三十五年法律第百五号

道路交通法（抜粋）
第三章 車両及び路面電車の交通方法

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法

（横断歩道等における歩行者等の優先）

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯（以下この条において「横断歩道等」という。）

に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を

横断しようとする歩行者又は自転車（以下この条において「歩行者等」という。）がないことが

明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前（道路標識等による停止線が設けられているとき

は、その停止線の直前。以下この項において同じ。）で停止することができるような速度で進行

しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横

断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行

を妨げないようにしなければならない。

２ 車両等は、横断歩道等（当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手

信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項におい

て同じ。）又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車

両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなけれ

ばならない。

３ 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分において

は、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等（軽車

両を除く。）の側方を通過してその前方に出てはならない。

（罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項）

（横断歩道のない交差点における歩行者の優先）

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において

歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

（罰則 第百十九条第一項第二号の二）


